
議案第１５７号  

 

 

指定管理者の指定について 

 

下記の施設について指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第

244条の２第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

令和元年１１月２８日提出 

霧島市長 中 重  真 一       

 

 

 

 

 

記 

 

１ 対象施設名  霧島市横川体育館、霧島市横川運動場、霧島市横川庭球場、霧島市横 

         川ジョギングコース、霧島市民横川温水プール 

 

２ 指定管理者  霧島市国分野口西２番５号 

         株式会社 エルグ・テクノ 

 

３ 指定の期間  令和２年４月１日から令和７年３月31日まで 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

公の施設の指定管理者を指定するため、地方自治法第244条の２第６項の規定により、

指定管理者に管理を行わせようとする施設の名称、指定管理者となる団体の名称及び指定

の期間について、議会の議決を求めるものである。 



【指定議案説明資料】 

１ 各施設の概要 

(1) 霧島市横川体育館の概要 

① 施 設 名  霧島市横川体育館 

② 位 置  霧島市横川町上ノ3392番地３ 

③ 建 築 年 度  平成４年度 

④ 構造・面積  鉄筋コンクリート造 一部２階建 延床面積 4,362㎡ 

⑤ 設 置 目 的  市民の健康の維持及び増進と教養の向上並びにスポーツ技術の向

上に寄与するため設置 

⑥ 年間利用者数  22,053人（平成30年度実績） 

⑦ 年間使用料  762,520円（平成30年度実績） 

 

(2) 霧島市横川運動場の概要 

① 施 設 名  霧島市横川運動場 

② 位 置  霧島市横川町上ノ3392番地３ 

③ 建 築 年 度  平成６年度 

④ 面 積  敷地面積 13,436㎡ 

⑤ 設 置 目 的  上記(1)の⑤に同じ。 

⑥ 年間利用者数  12,212人（平成30年度実績） 

⑦ 年間使用料  112,160円（平成30年度実績） 

 

(3) 霧島市横川庭球場の概要 

① 施 設 名  霧島市横川庭球場 

② 位 置  霧島市横川町上ノ3392番地３ 

③ 建 築 年 度  平成６年度 

④ 面 積  敷地面積 1,770㎡ 

⑤ 設 置 目 的  上記(1)の⑤に同じ。 

⑥ 年間利用者数  516人（平成30年度実績） 

⑦ 年間使用料  51,390円（平成30年度実績） 

 

(4) 霧島市横川ジョギングコースの概要 

① 施 設 名  霧島市横川ジョギングコース 

② 位 置  霧島市横川町上ノ3392番地３ 

③ 建 築 年 度  平成６年度 

④ 規 模  幅 2.5m 延長 930m 

⑤ 設 置 目 的  上記(1)の⑤に同じ。 



 

(5) 霧島市民横川温水プールの概要 

① 施 設 名  霧島市民横川温水プール 

② 位 置  霧島市横川町上ノ3392番地３ 

③ 建 築 年 度  平成３年度 

④ 構造・面積  鉄筋コンクリート造 一部２階建 延床面積 1,179㎡ 

⑤ 設 置 目 的  上記(1)の⑤に同じ。 

⑥ 年間利用者数  23,818人（平成30年度実績） 

⑦ 年間使用料  3,004,780円（平成30年度実績） 

 

 

２ 指定管理者の概要 

① 団体の名称、代表者及び所在 

    名 称  株式会社 エルグ・テクノ 

    代 表 者  代表取締役 津曲 貞利 

    所 在  霧島市国分野口西２番５号 

  ② 組織 

    設立年月日  平成７年１月30日 

    資 本 金  ２億5,000万円 

    従 業 員 数  67人 

    主な事業内容  ・スポーツ施設の運営 

           ・スポーツ施設及び健康に関するイベントの開催 

           ・企業フィットネス事業及び健康スポーツに関するコンサルティ

ング業務 

           ・スポーツ機器・用品等の販売 

           ・レストランの経営 

           ・指定管理者制度の管理・運営 

           ・上記に附帯又は関連する一切の業務 

 

３ 選定結果の概要 

指定管理候補者選定委員会においては、申請者が提出した事業計画書等の審査及び申

請者からのヒアリングを実施し、各委員（10人）がそれぞれ評点（100点満点）を行っ

た。 

その結果、株式会社エルグ・テクノの評点の合計が選定基準を満たしているとともに、

指定管理候補者として適当であると認められたところであり、その選定に当たっては、

次のような意見が出された。 



（主な選定意見） 

・第一火曜日を開館し、開館時間を延長する提案を評価する。 

・専門資格を持つ指導者を確保するなど、指導力の向上及び安全の確保に配慮した管

理運営を評価する。 

・施設関係情報だけでなく、横川の観光情報なども取り入れたリーフレットの発行に

より、新規利用団体の獲得につなげていく提案を評価する。 

・あらゆる世代に対応した新たなイベントの自主事業の計画を評価する。 

・継続的に各種研修を行い、スタッフ全員に法令遵守や運営上の自覚、姿勢を身につ

けさせていく提案を評価する。 

 


